
山
口
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

山
口
県
知
事

二

井

関

成

山
口
県
条
例
第
十
四
号

山
口
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

山
口
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
山
口
県
条
例
第
四
十
五
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
山
口
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
九
年
山
口
県
条
例
第
十
八
号
）
第
五

条
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求
（
以
下
「
公
文
書
開
示
請
求
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
地
方
独
立
行
政
法
人
山
口
県
立
病
院
機
構

（
以
下
「
法
人
」
と
い
う
。
）
が
保
有
し
て
い
る
公
文
書
に
係
る
も
の
は
、
法
人
に
対
し
て
さ
れ
た
公
文
書
開
示
請
求
と
み
な

す
。

３

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
山
口
県
情
報
公
開
条
例
第
七
条
第
一
項
の
決
定
又
は
公
文
書
開
示
請
求
に
係
る
不
作
為
に
つ
い
て

知
事
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
不
服
申
立
て
（
法
人
が
保

有
し
て
い
る
公
文
書
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
同
条
例
第
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
法
人
に
対
し
て
さ
れ
た
同
法
の
規
定

に
よ
る
異
議
申
立
て
と
み
な
す
。

４

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
山
口
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
三
年
山
口
県
条
例
第
四
十
三

号
）
第
十
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求
、
訂
正
の
請
求
又
は
個
人
情



報
の
利
用
の
停
止
、
消
去
若
し
く
は
提
供
の
停
止
の
請
求
（
以
下
「
個
人
情
報
開
示
請
求
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
法
人
が
保

有
し
て
い
る
公
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
に
係
る
も
の
は
、
法
人
に
対
し
て
さ
れ
た
個
人
情
報
開
示
請
求
等
と
み
な

す
。

５

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
山
口
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
九
条
第

一
項
の
決
定
又
は
個
人
情
報
開
示
請
求
等
に
係
る
不
作
為
に
つ
い
て
知
事
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
行
政
不
服
審
査
法
の
規
定
に
よ

る
不
服
申
立
て
（
法
人
が
保
有
し
て
い
る
公
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
同
条
例
第
三
十

一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
法
人
に
対
し
て
さ
れ
た
同
法
の
規
定
に
よ
る
異
議
申
立
て
と
み
な
す
。

（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

６

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
山
口
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
入
院
患
者
の
病
状
の
急
変
等
に
対
処
す
る
た
め
の
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
宿
直
勤
務
又
は
日
直

勤
務
に
あ
つ
て
は
二
万
円
、
」
及
び
「
そ
の
他
の
」
を
削
る
。

別
表
第
五
ロ
の
備
考
中
「病

院
等

」
を
「児

童
福
祉
施
設
等

」
に
改
め
、
「薬

剤
師
、

」
を
削
り
、
同
表
ハ
の
備
考
中
「病

院

等

」
を
「児

童
福
祉
施
設
等

」
に
改
め
、
「助

産
師
、

」
を
削
る
。

（
山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

７

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
口
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
５
の
表
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

削
除

（
山
口
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正
）



８

山
口
県
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
口
県
条
例
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
（
山
口
県
立
病
院
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

山
口
県
企
業
局
の
職
員

一
五
五
人

（
一
般
職
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

９

一
般
職
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
山
口
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
中
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
削
り
、
第
八
号
を
第
五
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
上
げ

る
。第

九
条
第
一
項
第
三
号
を
削
る
。

第
十
条
第
一
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
四
号
」

を
「
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
前
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
か
ら
第
十
九
条
の
二
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
一
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で

削
除

（
山
口
県
収
入
証
紙
条
例
の
一
部
改
正
）

山
口
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
条
例
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

10

第
二
条
第
二
号
中
「
別
表
第
一
の
５
の
表
二
の
項
、
」
を
削
る
。

（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
山
口
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

11

第
三
条
中
第
四
号
及
び
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
四
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

（
知
事
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）



知
事
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
山
口
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

12

第
三
条
第
一
項
中
「
山
口
県
立
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
若
し
く
は
山
口
県
立
こ
こ
ろ
の
医
療
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
す
る
者
又
は
こ
れ

に
準
ず
る
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
」
を
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
他
の
普
通
地
方
公
共
団
体
に
派
遣
さ
れ
た
者
」
に
改
め
る
。


